
コピーを提出する際は印字内容が全て確認できるようにコピーしてください

○ 退職証明書（提出書類によって、コピー可）

○ [コピー可]源泉徴収票の場合（転職先の源泉徴収票に前職の退職が記載されている）

○ [コピー可]源泉徴収票の場合（前職の源泉徴収票に退職日が記載されている）

重要

転職先の源泉徴収票の摘要欄に前職の

社名・収入・退職日等の情報が記載さ

れている

前職の源泉徴収票に退職日

が記載されている



○ [コピー可]雇用保険受給資格者証（1面～4面）の場合

○ [原本のみ]退職証明書（勤務先任意様式）

退職した勤務先名・退職年月日・退職者名が記載されていること


